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西日本ブロック紹介

企業数 ６８社
（会員数 １１８名）
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株式会社かこ川商店
株式会社エコマスター

みつわ環境開発株式会社
株式会社アイケーシー

はじめに （経営塾OB会 地域別ワークショップ）
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テ ー マ 県外（市外）廃棄物の流入規制・事前協議

目 的

・平成21年度に実施した調査データの更新

・前回調査（H21年度）との比較を通し、全国的な規制（緩和）の方向性の確認

・環境省令和元年5月20日付通知による見直し予定の調査

・広域的な処理の円滑化のための手続き等の合理化

・会員への有益な情報の収集及び提供

調 査 内 容 県外（市外）廃棄物流入規制・事前協議入力一覧表項目の通り

調 査 方 法 自治体担当部署への直接又は電話でのヒアリング

担 当 割 り 県外（市外）廃棄物流入規制・事前協議入力一覧表記載の通り

報 告 方 法 ブロック別に作成してあるグーグルフォームへ自治体毎に入力

調 査 結 果 ま と め

◆前回調査時との差異（規制強化・緩和どちらに向かっているのか）について

◆流入規制を継続又は廃止している効果・理由について

◆流入規制の今後の見直し（廃止・緩和、手続きの合理化・迅速化）について



流入規制･事前協議制

５

産業廃棄物
中間処理施設

産業廃棄物

A 県 B 県

廃棄物の越境を確認します！

導入した理由は？

・県外廃棄物の状況を把握する

・県外廃棄物による不法投棄対策

・最終処分場の延命化を図る

・県内の生活環境の保全を図る

＊廃棄物の不法投棄問題に関する実情調査報告書（2009.3）より

地方自治体

条例もしくは要綱
協議制？
届出制？

処理会社？
排出事業者？

協議･届出
期間？

越境後の
確認？

地方自治体が得られた効果

・県外廃棄物の搬入が減少した。

・県外廃棄物の不法投棄の防止に繋がった。

・悪質業者が排除できた。

不法投棄をする企業

・ルールを遵守しない。

廃棄物処理等企業

産業廃棄物を適正に処理する企業にとって得られた効果は？

調査結果 （全ての結果）

滋賀京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根県
岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛
高知福岡

佐賀

⻑崎 熊本

大分

宮崎

⿅児島 沖縄

滋賀県大津市
対象数量：年間200 t以上

届出・協議あり

届出・協議なし

市町村に届出・協議あり

和歌山県
対象数量：100 t超
有効期間：1年間

山口県
対象数量：10 t/年以上（特管
は0.5 t/年以上）
有効期間：1年間

福岡県北九州市
対象数量：普通産廃1,000t/年以上、
特管産廃100t/年以上。数量は、北九
州市内所在の複数の処分場で処分され
るものの総量。また、普通産廃が
1,000t/年以上かつ特管産廃が100t/
年未満でも、特管産廃分は届出が必要。
その逆も同様。
有効期間：5年間

佐賀県
対象数量：120 t/年未満
有効期間：各年度末まで

島根県松江市
有効期間：毎年度

岡山県
有効期間：新規2年、更新5年

岡山県岡山市
有効期間：2年

岡山県倉敷市
有効期間：中間処理を行う場合は
3年以内、最終処分を行う場合は
1年以内

広島県、福山市
有効期間：3年

長崎県、長崎市、佐世保市
有効期間：各年度末まで

宮崎県、宮崎市
有効期間：申請日から同年
度末まで

鹿児島県、鹿児島市
有効期間：1年度

６



調査結果 （見直し予定の地域）

届出・協議あり

届出・協議なし

滋賀京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根県
岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛
高知福岡

佐賀

⻑崎 熊本

大分

宮崎

⿅児島 沖縄今後見直し等の方針

島根県松江市
災害由来の産廃については
事後申請を可能とする。
又は免除する等。

福岡県北九州市
国の方向は緩和なので、基本、北
九州市も緩和に向かうのではない
か。ただ、組織のトップが代われ
ば考え方も変わるかもしれない。
また、届出手続きの細部について
は、変更は当然ありうるだろう。

佐賀県
安定型5品目且つ120t/年
未満については届け出制を
今年から採用
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市町村に届出・協議あり

調査結果 （不法投棄件数との関係）

京都

大阪

和歌山

鳥取

島根県
岡山

広島
1件

山口

徳島

香川

高知福岡

佐賀

⻑崎
2件

熊本

大分
2件

宮崎
16件

奈良

⿅児島
22件

愛媛
1件

兵庫
4件

滋賀
1件

沖縄
1件

８

届出・協議あり

届出・協議なし

今後見直し等の方針

市町村に届出・協議あり

＊環境省 産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成30年度）より



調査結果 （今後の検討課題）

届出・協議あり

届出・協議なし

滋賀京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根県
岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛
高知福岡

佐賀

⻑崎 熊本

大分

宮崎

⿅児島 沖縄今後見直し等の方針
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市町村に届出・協議あり

産業廃棄物 最終処分場残余量との検証

リサイクル事業者（最終処分される場所）との検証

小規模不法投棄発生量との検証

流入規制等がなくなった場合
のシミュレーション

まとめ

１０

・中間処理後残渣物を中間処理した地域（都道府県内）もしくは、地域外で

最終処分を実施する状況で流入規制等の考え方が変わる。

・埋立処分場があるから流入規制がある。

・過去からの地域性（地域の独特な考え方）なども流入規制と関係性がある

のではないかと考える。

・災害/復興/広域等で支援協力していく時代へ向けて緩和を考える地域もある。

・流入規制は、経済活動のさまたげとなるので緩和へ向かうべきだと考える。

本件に対して地方自治体が得られた効果を検証することは必須だと思う。

一方、産業廃棄物処理事業者などが得られた効果も検証を行い、両方の見方を踏まえた

流入規制の見直しが必要な時期ではないのかと考えている。
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